
（
お
知
ら
せ
、
募
集
）

●固定資産税・都市計画税第４期

●介護保険料（普通徴収）第７期

●国民健康保険料
（普通徴収） 第６期

●後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

第６期

（10月１日現在）

（納期限：12 月26日㈪）

12月18日㈰  午前9時～午後4時
納税課（市役所2階1番窓口）

日曜納税窓口

 人口 103,117人 （前月比△37）
 男 49,282人 （同△9）
 女 53,835人 （同△28）
 世帯 44,915世帯 （同＋26）

 転入 195人 転出 204人
 出生 64人 死亡 92人

９ 月中のひとの動き

12 月 の 納 税

お
知
ら
せ

農
林
水
産
物
・
食
品
の
輸
出
に

関
す
る
電
話
相
談

相
談
内
容
・
と
き　

①
輸
出
先
の

国
の
規
制
や
輸
出
支
援
制
度
な

ど
＝
㈪
〜
㈮
午
前
９
時
30
分
〜

正
午
、
午
後
１
時
〜
６
時
15
分

（
祝
日
を
除
く
）
②
輸
出
先
の

国
の
情
報
や
輸
出
手
続
な
ど
＝

㈪
〜
㈮
午
前
９
時
〜
正
午
、
午

後
１
時
〜
５
時（
祝
日
を
除
く
）

相
談
先　

①
＝
農
林
水
産
省
☎
０

３
‐
６
７
４
４
‐
７
１
５
５
、

②
＝
日
本
貿
易
振
興
機
構
（
ジ

ェ
ト
ロ
）
☎
０
３
‐
３
５
８
２

‐
５
６
４
６

問
農
業
振
興
課
☎
32
‐
２
０
７
９

電
波
に
関
す
る
電
話
相
談

と
き　

㈪
〜
㈮
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分（
祝
日
を
除
く
）

■
不
法
無
線
局
・
混
信
・
妨
害
相

談☎
０
８
２
‐
２
２
２
‐
３
３
３
２

■
受
信
障
害（
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
）

☎
０
８
２
‐
２
２
２
‐
３
３
８
３

■
そ
の
他
電
波
に
関
す
る
相
談

☎
０
８
２
‐
２
２
２
‐
３
３
１
４

問
中
国
総
合
通
信
局
（
広
島
市
）

　

☎
０
８
２‐
２
２
２‐
３
３
１
４

「
相
談
」
は
22
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
て
い
ま
す

終
戦
当
時
の
引
揚
者
の
人
へ

保
管
物
品
を
返
還
し
ま
す

保
管
物
件　

上
陸
地
（
引
揚
港
）

の
税
関
や
海
運
局
に
預
け
た
通

貨
・
証
券
類
。
帰
国
前
に
在
外

公
館
や
日
本
人
自
治
会
な
ど
に

預
け
た
通
貨
・
証
券
類
の
う
ち
、

そ
の
後
日
本
に
送
還
さ
れ
た
物

※
家
族
で
も
返
還
の
申
し
出
が
で

き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
宇
野
税
関
支
署
（
玉
野
市
）

　

☎
０
８
６
３
‐
31
‐
５
３
７
５

最
低
賃
金
の
改
定

　

岡
山
県
の
最
低
賃
金
が
10
月
１

日
か
ら
改
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

時
間
額　

７
５
７
円

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

問
岡
山
労
働
局
賃
金
室（
岡
山
市
）

☎
０
８
６‐
２
２
５
‐
２
０
１
４

年
末
年
始
の
交
通
事
故
防
止

県
民
運
動

「
事
故
ゼ
ロ
」
を
目
指
し
て
、

県
民
運
動
を
実
施
し
ま
す
。

期
間　

12
月
１
日
㈭
〜
平
成
29
年

１
月
６
日
㈮

ス
ロ
ー
ガ
ン

「 

交
通
ル
ー
ル　

守
っ
て
無
事
故

の　

年
末
年
始
」

●
主
な
重
点
目
標

・
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

・
飲
酒
運
転
の
根
絶

・
夕
暮
れ
時
や
夜
間
の
交
通
事
故

防
止

・
横
断
歩
行
者
の
保
護

問
環
境
生
活
課
☎
32
‐
２
０
５
６

青
空
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
の
中
止

次
の
日
程
の
「
青
空
リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ
」
は
中
止
で
す
。

と
き　

平
成
29
年
１
月
１
日
㈷

と
こ
ろ　

天
満
屋
ハ
ピ
ー
ズ
東
一

宮
店
（
東
一
宮
）

問
環
境
事
業
課
３
Ｒ
推
進
係

　

☎
32
‐
２
２
０
３

認
定
申
請
は
お
済
み
で
す
か

新
規
学
卒
者
等
就
職
奨
励
金

平
成
28
年
４
月
以
降
に
就
職
し

た
新
規
学
卒
者
な
ど
に
就
職
奨
励

金
を
交
付
し
ま
す
。

奨
励
金
の
交
付
に
は
就
職
後
１

年
以
内
の
認
定
申
請
が
必
要
で
す
。

ま
だ
の
人
は
お
早
め
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

奨
励
金
額　

３
万
円
（
就
活
学
生

登
録
者
に
は
２
万
円
を
加
算
）

対
象　

次
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま

る
人
①
平
成
28
年
４
月
１
日
以

降
に
常
用
雇
用
者
と
し
て
市
内

の
民
間
事
業
所
に
就
職
し
た
②

市
内
に
住
所
を
有
す
る
③
学
校

を
卒
業
ま
た
は
中
退
し
て
３
年

以
内
で
あ
る

※
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
仕
事
・
移
住
支
援
室
（
津
山
圏

域
雇
用
労
働
セ
ン
タ
ー
内
：
山

下
）
☎
24
‐
３
６
３
３

交
通
事
故
な
ど
で
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
時
は
届
け
出
を

交
通
事
故
に
遭あ

っ
た
後
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
際
の
費
用

は
、
加
害
者
が
負
担
す
る
の
が
原

則
で
す
。
市
が
一
時
的
に
立
て
替

え
た
場
合
、
後
日
、
加
害
者
へ
請

求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
時
は
、

必
ず
、
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　

交
通
事
故
な
ど
に
よ
っ
て

要
介
護
状
態
に
な
っ
た
場
合
や

状
態
が
悪
化
し
た
場
合

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

問
高
齢
介
護
課
（
市
役
所
１
階
11

番
窓
口
）
☎
32
‐
２
０
７
０

献
体
の
提
供
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

「
と
も
し
び
会
」

献
体
と
は
、
よ
り
良
い
医
師
を

育
て
る
た
め
に
、
死
後
の
自
分
の

体
を
無
償
で
提
供
す
る
こ
と
で
す
。

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
献
体
を
行
う
た
め
に
は
、
家
族

や
親
戚
の
同
意
が
必
要
で
す
の

で
、
十
分
話
し
合
い
ま
し
ょ
う

※
制
度
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
と
も
し
び
会
（
岡
山
大
学
医
学

部
内
：
岡
山
市
）
☎
０
８
６
‐

２
３
５
‐
７
０
９
２

募　
　

集

小
・
中
学
校
常
勤
・
非
常
勤
講
師
、

ス
ク
ー
ル
ヘ
ル
パ
ー

応
募
資
格　

小
・
中
学
校
講
師
＝

大
学
を
卒
業
し
、
該
当
す
る
教

員
免
許
状
を
有
し
て
い
る
こ
と
、

ス
ク
ー
ル
ヘ
ル
パ
ー
＝
教
員
免

許
状
の
有
無
は
問
わ
な
い

※
申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
学
校
教
育
課
（
市
役
所
東
庁
舎

２
階
）
☎
32
‐
２
１
１
５

市
民
農
園 

利
用
者

応
募
要
件　

市
内
に
住
所
が
あ
り
、

農
地
を
持
っ
て
い
な
い
個
人
ま

た
は
団
体
で
、
営

　

利
目
的
の
利
用
で

　

な
い
こ
と

と
こ
ろ　

大
田
地
内

区
画
数　

６
区
画
（
先
着
順
）

区
画
面
積　

１
区
画
40
㎡

利
用
料　

年
額
６
千
円
（
初
年
度

は
月
割
り
）

利
用
期
間　

最
長
５
年
間

※
申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
同
実
行
委
員
会
事
務
局
（
農
業

振
興
課
内
：
市
役
所
４
階
）
☎

32
‐
２
０
７
９

津山広域都市計画区域マスタープラン
（県決定）の変更案を縦覧します

　県が広域的な観点で都市計画の基本的な方針を定め
ている「津山広域都市計画区域の整備、開発及び保全
の方針（都市計画区域マスタープラン）」を改定するた
め、変更案の縦覧を行います。
　意見がある人は、縦覧期間内に意見書を提出するこ
とができます。
縦覧期間
　12月12日㈪～26日㈪午前８
　時30分～午後５時15分（土・
　日・祝日を除く）
縦覧場所
　市都市計画課（市役所５階）、
　県都市計画課（県庁６階：岡山市）
意見書の提出方法
　 意見書（任意様式）に意見を記入し、縦覧期間中に
縦覧場所へ提出する

 市都市計画課☎32-2096、
　県都市計画課☎086-226-7492

便利なe-Taxをぜひご利用ください
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」で作成したデータをe-Taxで送信できます。

　自宅やオフィス、税理士事務所な
どからインターネットを利用して、
確定申告や届け出などができます。

詳しくは イータックス  で 検索

（
有
料
広
告
）

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。

（
有
料
広
告
）

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。

2016.12 1415 2016.12


